
六
五
四
年
六
月
ニ

Z
H第
三
哩
酉
偏
物
語
口
川
二
毎
月
一
同
-
目
鼻
汀

干T菅聖日-月/¥ .&jfζ 二寸ーヲ師匠苗

=.0 
E聞

叢

議

掛
川
業
枕
の
課
税
標
準
と
費
上
税
の
課
枕
方
法
:
・
-
法
製
博
士

井
田
制
と
其
枇
曾
的
意
義
・
・
-
法
準
博
士

閥
民
共
同
一
悼
の
人
間
的
学
的
基
礎
-
-
-
級
車
博
士

時

論

間

純
損
金
概
念
一
川
端
若
干
の
基
本
問
題
に
つ
い
て
:

工
業
経
常
規
模
の
双
峯
介
布
に
つ
い
て
:
同
世
…
所
持
て
士

職
業
の
意
義
と
問
題
・

:
:
:
;
J
j
i
-
-
・::純一

2744

資
本
移
動
の
近
代
理
論
・

:

:

:

:

-

j

M
位一

E
Z

輸
入
統
制
と
し
て
の
戸

upt一
一
制
度

酬
制
川

まi¥
E冗

タE

-
純
白
星
ー
博
士
谷

給

油

開

国

市

士

輔

歳

石財市l'
川部戸

興静jE
二治雄

口

吉

彦

熊

本

吉

郎

田

杉

競

津

崎

堅

造

入二

ιド
包

ー

か似

4
+ノ
川

什

カ
レ
ヮ
キ
の
敷
皐
的
動
態
理
論
・
・
:
紘
一
昨
血
中
士
青
山
秀
夫

複
式
簿
記
法
の
費
生
:
:
:
:
:
・
・
・
・
:
・
経
済
皐
士
岡
本
愛
次

附

~J 

新
着
外
岡
経
済
雑
誌
主
要
論
題



複
式
簿
記
法
の
愛
生

岡

本

愛
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序

簿
記
史
に
と
っ
て
、
複
式
簿
記
法
の
原
始
的
形
態
た
る
伊
太

利
式
簿
記
法
の
完
成
に
到
る
ま
で
の
過
程
は
、
最
も
基
本
的
な

る
-Z
く
の
問
題
を
出
品
供
す
る
。
取
引
の
無
秩
序
な
る
記
録
か
ら

如
何
に
し
て
勧
官
の
借
方
附
け
戎
ほ
貸
方
別
け
と
た
っ
た
の
で

あ
る
か
。
斯
か
る
勘
定
の
借
方
附
ゆ
或
は
貸
方
附
凶
り
か
ら
如
何
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し
て
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同
(
財
産
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)
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土
豪
と
す
る
彼
の
複
式
簿
記
館
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が
生
じ
た
の
で
あ
る
か
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困
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に
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を
加
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注
目
す
ぺ
き
研
究
で
あ
る
。
そ
れ
は
勘
定
の
成

立
以
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の
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上
り
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記
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成
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到
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富
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用
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友
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複
式
簿
記
法
の
後
生

組
合
契
約
を
記
入
る
乙
と
に
特
殊
の
闘
心
を
持
っ
た
。

奮
い
帳
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に
於
い
て
は
.
色
々
の
種
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の
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が
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め
に
な
さ
れ
や

J

依
託
さ
れ
た
叫
営
業
に
闘
し
計
算
が
行
は
れ
る
場

合
に
於
い
て
、
詮
嫁
録
と
し
て
役
立
つ
計
算
に
於
い
て
官
あ
る
。

財
務
官
が
園
家
の
た
め
に
銀
行
が
顧
客
の
た
め
に
枇
員
が
組
合

の
た
め
に
計
算
の
責
任
あ
る
相
場
合
に
於
い
て
は
、
金
営
該
の
取

引
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表
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(
貨
融
市
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引
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が
問
題
と
な
る
。

ド
イ
ツ
に
於
い
て
す
ら
、
他
人
の
た
め
に
友
さ
れ
友
け
れ
ば

た
ら
な
い
計
算
は
非
常
に
明
瞭
で
あ
る
。
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記
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居
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の
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、
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の
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き
表
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於
い
て

は
そ
れ
が
勘
定
と
聞
係
あ
る
様
に
殆
ど
考
へ
ら
れ
そ
う
で
あ
る

が
、
材
料
の
地
理
的
材
料
的
見
地
よ
り
の
詳
細
友
分
割
が
問
題

と
左
つ
で
居
る
の
み
で
あ
る
。
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簿
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の
設
建
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紀
に
於
い
て

複
式
簿
記
訟
の
愛
生

営
時
世
界
商
業
を
支
配
し
て
居
た
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リ
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人
が
面
倒
を
見

た
。
既
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最
も
奮
い
吾
々
の
手
許
に
あ
る
一
一
一
一

一
年
か
ら
の

フ
ロ
ー
レ
ン
ス
の
商
業
帳
簿
の
断
片
は
、
は
る
か
後
の
ド
イ
ツ

の
帳
簿
よ
り
完
成
し
た
簿
記
技
術
を
示
し
て
居
る
。
そ
れ
は
特

に
貸
金
業
務
を
笹
む
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ロ
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レ
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銀
行
に
依
っ
て
記
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た
も
の
で
あ
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ド
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に
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い
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き
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あ
た
へ
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)
と
の
形
式
を
以
っ
て
起
る
。
但
し
フ
ロ

l
レ
シ
ス
の

勘
定
に
於
い
て
は
こ
れ
ら
の
個
々
の
記
録
が
相
倒
立
し
て
居
る
も

の
で
は
な
く
相
互
に
結
合
し
て
居
る
。

帳
簿
の
二
面
が
割
営
て
ら
れ
、

一
人
の
顧
客
に
叫
制
し
て

一
回
の
債
権
は
貸
借
振
替
記
入

に
依
り
他
面
の
債
務
を
消
す
こ
と
が
出
来
る
。
斯
か
る
貸
借
振

替
記
入
は
も
左
は
銀
行
の
取
引
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、

あ
ら
ゆ
る
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
の
商
業
帳
簿
の
切
れ
端
に
於
い
て
出

合
ふ
も
の
で
あ
る
。
貸
借
振
替
記
入
の
趨
る
二
つ
の
勘
定
が
同

第
四
十
五
巻

第

量是

世l

プb

P. Santini， ff: 

Mol1wo， S. XLIII， Nirrnheim， S. XXIX. 
Koppmann， s. IX白f.;Nirrnheim， S. X:XlII 
E. Sattler， Handlun耳srechnungendes Deutschen _ Ord~ns~ 
Giornale storico Jella letteratura italiana 10， 1887，円.161 
Frammenti di un lilro di banchieri l1ol:e:ntini. 

7) 
8) 
9) 

10) 



複
式
簿
記
法
の
鼎
民
生
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" 
p 

e 
ロ
(1) -
〈
]
[
同

円

E
ナ

:

そ
れ
に
劃
し
で
あ
る
一
人
の
勘
定
か
ら
他
人
の
勘
定
に
貸
借

振
替
記
入
が
行
は
る
れ
ぽ
、

一
勘
定
の
ゾ
ル
は
他
の
勘
定
の
ハ

ー
ベ
ン
に
針
膝
ず
る
か
又
は
逆
で
あ
る
。

レ
ニE

エ
ロ
・
フ
ヰ
ニ
の
勘
定
に
於
け
る
他
の
項
目
は

-
同
町
内
向
。
《
皆
、
。
ロ
σ
宮
ヰ

2
z
p
E
司
2
2
3
5

同
吋

Eロ円門戸

-
間
百
円
O
円
F
O
て
ι
2
5
町
4
3
m
Q
R
N
G
Q
N
号
。

HロロロNH
ロ司一

円
〈
]
{
]
[

8
L
・a又

は

第
四
十
五
巻

コ行J

第

銃

四
四

w
h
a吋
N
m
H
L
Q
ん
な
ロ
o
g
(
目
。
【
z
z
g
M
W
与

吋
固
め
比
叡

E

H
N
C
E
 

自
己
D
L
2
S
日
百
円
月
一
2
F
C
回
mw『弘一

ω
司日円}一

、，〉
3
J
3
5
3
3

e〈
E・FLP依
EM--:・・

言
『
o
n
r
日
-
4
2
5
均凡
4
0
5
E
切
呈
・
&
舎
内
出
Q
t
G
a
i
-
-
z

五
口
々
は
と
の
貸
借
振
替
記
入
が
如
何
に
他
の
進
歩
と
聯
闘
し

f
-
J
f〕
〆

d

，
'
r
r
J
H
ん

J
/
g
f
A
/

〆

r

i

f

J

j

v

 

列
二

4
仙
F
d小

4
4
ρ
F
九
ザ
ル
戸
山

r
m
F
/山一秒

述
か
ら
商
業
帳
簿
に
於
け
る
記
入
は
、
勘
定
の
貸
方
附
け
又
は

併
方
附
付
と
た
っ
た
。
-
g
c
=
g
(
H
P
江
口
は
十
=
耳
目
紀
に
使
用
さ
れ
た

そ
れ
は
後
に
イ
タ
リ
ヤ
一
詰
の

と
な
る
)
↑
は

の
濁
立
的
意

円。戸斤

義
を
得
た
。
個
々
の
顧
客
に
劃
し
て
同

pzc
が
聞
か
れ
彼
で
左

く
そ
の
勘
定
が
個
々
の
項
目
に
依
り
借
方
附
け
ら
れ
貸
方
附
け

ら
れ
る
。
ゾ
ル
と
ハ

l
ペ
ン
と
は
こ
れ
ら
の
勘
定
に
於
い
て
新

項
目
の
附
加
或
は
貸
借
振
替
記
入
に
依
り
相
殺
す
る
を
得
た
。

間
物
的
勘
定
の
出
現

既
に
十
三
世
犯
の
移
り
に
於
い
て

は
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
の
商
人
は
斯
か
る
勘
定
を
人
に
針
し
て
の
み

た
ら
や
事
物
(
着
物
雑
費
貨
幣
)
に
射
し
て
開
い
た
。

リ

エ
ロ

バ
ル
ド
・
7

ヰ
三
百
三
∞
3

5
品
目
色
門
吉

]
H
5
3

の
計
算
に
於
い

て
は
失
の
勘
定
が
護
見
さ
れ
る
。

主
円
O
L
2
司
O
己
目
。
【
出
4
0
m
z
g
o
品
目
門
「
門
戸
一
N
m
z
o
o
門
】
乞
胃
o
g
山
口
Z
円
。

i.tal. Arc.h.. stor. 
H. Sieveking-， Genueser Finanzwesen S. 209・
F. Carabellese， Mercanti italiani al1e凸eredi SCialD.pagnrl 
V. Serie， 13， 1894， S・362

12) 



宮田括的。斗
o
z
h
w司
O

可
。
門
出
2
M
L
H
よ
口
同
:
:
:
会

三
円
。
円

rssL。
門
一
号
。
ロ
Z
P
B今
日
岳
叶
月
白
∞

P
E
E
d
Z
E

ロC
4
E
d
Z
耳目円命令回目}吋)唱。円問。ロ目。
3
町
H
E
-
-
:
:
£

w

円

c
g
a口
内
宮
間
一
司
【
]
⑦

mz
MZO目
JHH

一5
出
】
門
戸
】
円

r-
ロ
巾
つ
口
口

P
4
m
H⑦
 

コo-mH
問。「
m
w
p。牛凶可。一円
2
M
門(》円円。・・
:
:
R

物
的
勘
定
及
び
貸
借
振
棒
記
入
を
知
っ
て
居
る
簿
記
を
、
十

一
一
、
問
山
記
の
7

ロ
ー
レ
ン
ス
の
商
業
帳
簿
ま
で
遺
跡
す
る
と

と
が
出
来
る
。

そ
れ
は
十
阿
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
商
業
帳
簿
に

‘、、

ι

E

z

-

-

A

J

E

'

'

3

・

〆

J

・・
AV

、
，

J

-

E

L

吋
唱
私
相
l
J
t
在

y
u
-
-
-ノ
ロ
l
L
L
プ

λ
昔
つ
一
つ
〉
フ
/

人
と
活
滋
友
関
係
を
加
持
し
て
を
る
場
合
に
は
そ
れ
は
五
日
々
を

驚
か
さ
友
い
。

ヤ
ク
ム
・
オ
リ
ヴ
ヰ
エ

(
]
p

門ョ。。
}
5
2
}
も

又
人
に
射
し
て
の
み
た
ら
や
事
物
に
針
し
て
一
つ

f
¥勘
定
を

聞
い
た
。
吾
々
は
彼
の
帳
簿
に
於
い
て
油
勘
定
舶
舶
勘
定
蜂
蜜

勘
定
蔵
行
勘
定
を
見
附
す
。
例
へ
ば

コ】
V
2
0
E
M同一戸

E
3
3
L
o
-
w
q
q
:
:
:
=

ヨ円、
M
D
m
w
F
。
=4MMO
庁
ロ
命
、
同
¥
同
門
μ
三
MM円
L
2
M
:
:
・-
E

J

円

ω
口
MO-ι
。
日
:
:
:
ミ

w -L 

q 
， 

} 

P 
oq 
(l) 

~ -(l) 
出..， 
門

口
[ 

(l) 

A -、.〉
一】.

2 
= 〔
円
円

与A

竺L
f、-M . 
-. . . 
・1九)

R ，、

複
式
簿
記
法
の
愛
生

と
れ
ら
の
勘
定
は
ュ

2
在
る
形
式
を
以
っ
て
併
方
附
け
ら
れ
、

。ロ
g
m
w
E

な
る
形
式
を
以
っ
て
貸
方
附
け
ら
れ
て
居
る
。

記
漣
の
教
は
増
加
し
た
、
最
初
は
数
葉
を
以
っ
て
会
生
活
の

表
示
に
足
っ
た
が
商
人
は
間
も
な
〈
一
一
暦
多
〈
の
害
物
を
用

び
、
そ
れ
を
順
序
陀
満
た
し
、

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
字
母
十
字

架
数
字
に
依
り
相
互
に
隔
別
し
た
。
然
し
叉
種
々
の
偉
業
部
問

の
た
め
に
相
並
ん
で
種
々
の
帳
簿
が
記
帳
さ
れ
た
。
ヴ
イ
コ
'

フ
ォ
ン
ヂ
ル
ダ
1
ゼ
ン
に
あ
っ
て
は
商
業
帳
簿
、
地
代
帳
簿
、

債
務
仰
向
川
口
川
(
勿
論
た
γ

一
葉
」
wd
成
人
巾
1
)
を
町
川
別
し
た
。
ャ
タ
ム
動

オ
リ
ヴ
イ
エ
は
蜂
蜜
取
引
の
潟
に
特
殊
の
帳
簿

】
ず
円
口

〔
]
ぬ
冨

E
O一
)
を
記
帳
し
‘
彼
の
被
後
見
人
の
計
算
の
震
に
特
殊
の
帳
簿

(
Z
Z
7
5
ュ
こ
が
「
ω
ロ
{
)
を
開
い
た
。

フ
ラ
ン
ス
人
は
マ

ユ
エ

(日出

E
E
O一
)
と
グ
ラ
ン
ド
・
リ

1
プ
ル

Pレ

(
C
E白
血
目
ロ

zg)
と
を

国
別
し
た
e

吾
々
の
簿
記
の
仕
謹
帳
と
一
冗
峡
と
の
区
別
の
如
き

も
の
L
A

様
に
考
へ
て
は
な
ら
友
い
。
雨
者
の
闘
係
は
組
織
的
の

も
の
よ
り

γ

も
偶
然
的
の
も
の
で
あ
っ
た
。

ベ
ル
ツ
イ
曲
目
枇

(ι
円。

ca己一切円
F
H
F

ユヨ

町
E
Z
N
N

一
は
二
三
一
一
五
年
五
種
の
白
色
帳

簿
、
二
種
の
黒
色
、

一
種
の
赤
色
、
一
穫
の
黄
色
二
穫
の
オ
レ

第
四
卜
五
巻

ブじ

第

競

E司
王

Rlanc， Introduction， 1， S. XXII， XL， 159， 11田 208.
PerU7.zI， S. 235・
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複
式
簿
記
法
の
資
生

ン
ヂ
色
、

一
種
の
緑
色
、

の
帳
簿
を
作
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
外

v<:一

種
e:) 
羊
皮
紙
e:) 
峡
鱒

刀二
帳Jf-!t
古宝入

力日 方え
は v:
る141zc

o )H 
e:) 
峡
領事
耳E
v<:: 

リ
プ

ロ
-
ダ
セ
(
一
戸
r
E
L
M
E
m
O
)

防
定
形
成
の
成
果
と
貸
借
振
待
記
入
の
一
可
能
性
と
は
、
十

四
世
紀
の
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
に
あ
っ
て
は
充
分
利
閉
さ
れ
な
か
う

た
。
ゾ
ル
と
ハ

l
ベ
ン
と
は
通
常
上
下
に
置
か
れ
左
右
肘
四
さ

れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

複
式
簿
記
(
品
目
。
品
。
沼

E
Z
∞E
V
E
r司
E
E
間

川
肝
不
完
全
な
複
式
簿
記
(
複
式
記
帳
)

今
迄
考
察
し
て
来

た
の
は
多
か
れ
少
た
か
れ
完
成
し
た
章
式
簿
記

5
2
p
n
f
o
 

出
口
門
『
】
「
=
}
】
『
ロ
ロ
問

を
一
不
す
。
複
式
簿
記
は
そ
れ
が
二
個
の
帳
簿

を
備
へ
て
居
る
が
故
で
た
く
、
各
項
目
が
複
式
に
、

一
勘
定
の

ゾ
ル
に
他
勘
定
の
ハ

l
ベ
ン
に
記
帳
さ
れ
る
が
故
に
そ
の
名
を

で有
あし
る1;)Iて
。居

る

複
式
言己
帳

(
出
向

Z
Z
E
号
宅
E)

が
そ
の
本
質

と
の
複
式
簿
記
は
先
づ
ヂ
エ
ノ
ア
に
於
い
て
出
現
し
た
様
に

思
は
れ
る
。

そ
れ
は
そ
こ
に
十
三
世
紀
の
終
り
或
は
十
四
世
紀

第
四
十
五
巻

フ'r，
回

第

競

一
同
六

の
初
め
に
導
入
さ
れ
た
。

一
二
七
八
年
の
都
市
共
和
園
の
勘
定

に
於
い
て
は
そ
れ
は
現
は
れ
て
居
な
い
。

と
L
K
於
い
て
は

グ
ル
項
目
と
ハ

1
ペ
ン
項
目
と
の
判
然
た
る
匝
別
に
出
合
同
ふ
の

み
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
未
だ
ヒ
下
に
記
述
さ
れ
で
居
る
。
そ
れ

に
針
し
て
ご
ニ
問
。
年
以
来
保
存
さ
れ
て
居
る
、
都
市
共
和
闘

の
財
政
官
史
の
懐
怖
は
.
完
人
ー
に
箆
式
待
記
に
快
い
七
な
さ
れ

て
居
る
。

ヂ
エ
ノ
ア
の
財
務
官
史
の
帳
簿
に
と
り
銀
行
の
カ
ル
チ
ユ
ヲ

リ
ア

(PE-Eg)
が
手
本
に
役
立
っ
た
。
斯
か
る
銀
行
の
侠

簿
を
ヂ
エ
ノ
ア
の
岡
山
家
の
文
庫
が
十
四
世
紀
の
最
後
の
十
年
間

よ
り
保
管
し
て
居
る
。
ヂ
エ
ノ
ア
の
銀
行
の
簿
記
は
サ
ン
ヂ
ヨ

ル
ヂ
ヨ

(伊

C
空
間
一
号
)
銀
行
の
カ
ル
千
ユ
ラ
リ
ア
よ
り
一
居
明

瞭
と
た
る
。
そ
れ
は
勿
論
一
四

O
八
年
以
来
初
め
て
存
柱
す
る

が
、
明
ら
か
に
長
く
行
は
れ
て
来
た
制
度
を
あ
ら
は
す
も
の
で

あ
る
。

と
誌
に
吾
A

は
一
預
金
銀
行
の
賓
際
の
元
帳
を
持
。
。

重
要
な
勘
定
は
現
金
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
相
並
ん
で
債

務
者
債
模
者
に
勘
定
が
開
か
れ
た
。

一
の
現
金
の
借
方
附
け
は

あ
る
顧
客
の
勘
定
に
於
け
る
貸
方
附
け
に
針
舷
し
一
の
現
金
勘

Peri， il negoziaロte，J， cap・VI，Del1a scrittura m白川ntile.Au.c;gabe von 1707， 
S. '7・ A.Linclwurm， Die J-Iandelsbetriebslehre， S・ 40•
Sieveking， Genueser Finan円~'e5en S. n8. 
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定
の
貸
方
附
け
は
あ
る
顧
客
勘
定
の
借
方
附
け
に
封
廃
す
る
。

然
し
あ
ら
ゆ
る
項
目
が
現
金
勘
定
を
通
る
必
要
は
な
い
。

客
は
債
権
を
一
債
権
者
よ
り
他
の
債
権
者
へ
の
振
替
に
依
り
獲

得
L
或
は
消
す
こ
と
が
出
来
る
。

フ
ロ
ー
レ
ン
ス
の
勘
定
に
於
い
て
起
っ
た
貸
借
振
替
記
入
の

際
に
あ
っ
て
は
、
同
一
人
の
勘
定
問
に
於
い
て
貸
借
振
替
記
入

が
一
な
さ
れ
た
場
合
、
ぜ
ソ
め
項
目
E
E

ハ
1
ベ
ン
項
目
と
は
同
一
の

側
陀
蹄
っ
て
来
た
。
複
式
簿
記
の
場
合
は
別
で
あ
る
。

肋
瓦己

王
押
〆
川

.f¥1
拘ク/--量主少
?Ft;.:‘
1LJ
ん

、

r
i
z
t
J
ポ
ん
E
ド

ト

ト

-
2
1
4
F
ι
f寄
を
ノ
/
ド

む
側
に
相
違
を
濁
立
の
項
目
と
し
て
、

E
P
-
-
μ
E
M
m
H
『

m
Z
5
2
0

注
る
形
式
を
以
っ
て
持
入
す
る
こ
と
に
依
り
相
殺
し
、
と
の
差

額
は
新
し
い
勘
定
に
反
封
記
入
の
原
則
(
セ
ユ
コ
。
e
L
2
。。問。ロ
B

2
=
耳目

5
5問
)
に
従
っ
て
反
針
の
側
に
振
替
へ
ら
れ
る
。
そ
れ

故
に
と
の
帳
簿
に
あ
つ
で
は
左
側
の
項
目
の
綿
額
は
常
に
右
側

の
項
目
の
総
額
に
等
し
〈
た
ら
友
け
れ
ば
左
ら
ね
a

賓
際
王
口
々

は
一
四

O
八
年
の
サ
ン
・
ヂ
ヨ
ル
ヂ
ヨ
銀
行
の
元
帳
に
於
い
て

は
、
貸
方
残
高
(
ロ
E
B
E
E
n
-丘
一
吉
『
ロ
ヨ
)
は
徐
り
重
要
で
た

い
項
目
が
紛
れ
込
ん
だ
が
故
に
‘
借
方
残
高
(
回
一

=
E
E
E
L中

複
式
簿
記
法
。
議
生

願

ヴ

H
F
0
2
5
)

に
一
致
し
た
い
の
を
知
る
。

と
の
銀
行
の
帳
簿
と
同
様
に
都
市
共
和
岡
の
財
務
官
史
の
慎

簿
は
記
帳
さ
れ
て
居
る
。

と
h
A

に
於
い
て
も
叉
各
項
目
は
ゾ
ル

左
し
て
ハ

1
ベ
ン
と
し
て
複
式
に
記
帳
さ
れ
て
居
る
ョ
都
市
共

オ1- .f口
、17)園
ーは
方支
後出
者に

i'C就
モタ ν、
さて

れは
る、

ヰ士
入
』土
貸
方
附
け
ら
れ
る

財
務
官
史
の
債
務
者
と
想
定
さ

と
の
ヂ
エ
ノ
ア
の
帳
簿
に
於
い
て
は
あ
ら
ゆ
る
記
入
は
概
観

的
職
聞
に
立
っ
て
居
る
。
複
式
簿
記
は
一
定
の
形
式
的
統
制
を

保
殺
し
、
個
々
の
悶
定
は
如
何
に
不
泥
分
と
見
え
ゃ
う
と
も
、

残
高
と
残
高
の
振
替
へ
ら
れ
る
場
所
の
指
示
と
を
通
じ
て
、
全

曲
官
業
運
動
に
関
す
る
明
確
友
像
を
創
る
た
め
に
必
要
な
る
材
料

を
容
易
に
鷲
見
せ
し
め
る
。
複
式
簿
記
は
誠
に
光
づ
銀
行
に
依

り
顧
客
と
の
嵩
張
っ
た
預
金
並
に
振
替
取
引
に
於
い
て
、
幾
時

に
於
い
て
も
替
業
の
般
態
に
概
観
を
得
る
た
め
に
用
ひ
ら
れ
て

来
た
。閣

複
式
簿
記
の
完
成
j
資
本
金
勘
定
と
損
盆
勘
定
の
成
立

ヴ
ヱ
ネ
チ
ヤ
の
一
商
業
帳
簿
は
商
品
販
寅
者
に
依
り
個
人
的
利
用

の
た
め
に
記
帳
さ
れ
て
来
た
こ
と
に
依
り
目
立
つ
。
グ
ラ

Y
ツ

第
四
十
五
巻

二
九
五

第

貌

四
七

"Commune Janue debet nobis pro ratiom:: expensarum dicti communis in isto 
in CCXXXVII ・・
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複
式
簿
記
法
の
鼎
盟
主

オ

(
∞
己
『
目

=8)
の
帳
簿
も
専
ら
商
品
販
責
を
営
む
商
舎
に
属
す

る
も
の
で
あ
る
。
ゾ
ラ
ン
ツ
オ
の
幌
簿
の
特
に
興
味
あ
る
所
以

の
も
の
は
、

普
い
帳
簿
(
】
5
3
2己

5
を
。

一四一

O
年
よ
り

一
四
一
六
年
に
わ
た
る
)
tJ'l. 
新
し
ν、
も
ぜ〉

{
-
L〕
H
D
H
E
u
f
E

一ロロロ〈む

四

ρ六
年
よ
り
一
四
三
四
年
に
わ
た
る
)
と
異
友
っ
て
記
帳
さ
れ
て

ー
ト
語
、
1
ノ
、

ド

I
h
-
-

後
慣
は
的
苦
に
判
じ
て
一
見
張
た
技
術
的
活
歩
計
一
一
一
ヤ
ナ
も

の
で
あ
る
。

既
に
ゾ
ラ
ン
ツ
オ
の
奮
帳
簿
は
先
に
言
及
さ
れ
た
フ
ロ

l
レ

ン
ス
の
勘
定
に
劃
し
て
、
ゾ
ル
と
ハ

1
ベ
ン
と
が
上
下
で
左
く

判
然
ム
」
相
並
ん
で
記
述
さ
れ
て
居
る
こ
と
に
依
り
、
目
立
つ

て
居
る
。
項
目
は
規
則
正
し
〈
複
式
に
記
帳
さ
れ
貸
借
振
替
記

入
が
反
封
記
入
の
原
則
に
依
り
起
っ
て
来
る
。
人
に
封
し
て
開

か
れ
た
勘
定
と
相
並
ん
で
所
謂
死
物
勘
定
が
る
ら
は
れ
て
居

る
。
と
れ
ら
の
勘
定
の
聞
に
貸
借
振
替
記
入
が
起
る
。
現
金
勘

定
は
企
業
者
の
勘
定
に
貸
借
振
替
を
た
し
、
後
者
は
放
行
勘
定

に
貸
借
振
替
を
な
し
、
後
者
は
放
行
に
て
買
は
れ
た
商
品
に
貸

借
振
替
を
な
し
、
後
者
は
商
品
の
買
手
に
貸
借
振
替
を
左
し
、

後
者
は
そ
の
た
め
に
支
蹄
を
た
す
銀
行
の
勘
定
に
最
後
に
貸
借

第
四
十
五
巻

二
九
六

第

競

四
八、

振
替
を
す
る
。

こ
の
不
完
全
な
極
式
簿
記
は
十
四
世
紀
の
終
り

に
ヴ
ヱ
一
一
ス
に
於
い
て
一
般
的
に
な
っ
て
居
た
棋
に
思
は
れ

る
。
そ
れ
は
ヴ

z
z
ス
式
簿
記
(
ロ
E
F
E
I
F
E
P問
主

将

4
2
R
E
)

と
し
て
プ
ロ
ー
レ
ン
ス
に
入
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。

商
品
販
衰
の
揚
合
に
は
勘
定
の
相
殺
は
預
金
並
に
振
替
取
引

の
揚
合
よ
り
困
難
で
め
為
。

阪
賀
川
川
裕
は
腕
山
県
俄
怖
よ
れ
v

向
く

あ
る
筈
で
る
る

o
e
y
ル
と
ハ

1
ベ
ン
と
が
そ
の
綿
観
に
於
い
て

等
し
く
な
ら
ん
と
す
れ
ば
、
差
額
は
損
益
と
し
て
記
帳
さ
れ

の
特
別
の
損
益
勘
定
が
作
ら
れ
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
財
産
勘
定

に
振
替
へ
ら
れ
か
ば
左
ら
ぬ
。

ゾ
ラ
ン
ツ
オ
の
新
一
冗
帳
は
損
益
勘
定
と
一
種
の
資
本
金
勘
定

邸
ち
財
産
在
高
勘
定
に
反
謝
す
る
も
の
と
し
て
の
純
資
産
の
勘

定
bz
知
っ
て
居
る
。
損
盆
勘
定

(
C
E
r
o
&
E
O
)

に
依
り
販

寅
債
格
と
購
買
債
格
と
の
相
遣
を
記
帳
し
商
品
勘
定
を
残
高
計

算
す
る
と
と
が
可
能
で
る
る
。

と
の
勘
定
と
行
き
わ
た
っ
た
勘

定
の
残
高
計
算
と
は
を
の
営
時
の
-
あ
ら
ゆ
る
他
の
ヴ
ヱ
ネ
チ
ヤ

の
商
業
帳
簿
に
出
合
ふ
も
の
で
あ
る
。

J

ア
シ
モ
-
一

(ロ
g
一20
2

は
財
務
官
史
の
一
三
四

O
年
の
帳



簿
か
ら
、
政
府
の
馬
の
取
引
に
閲
ず
る
勘
定
を
吾
K

に
知
ら
し

て
居
る

d

そ
の
勘
定
の
雨
側
は
ハ

l
ベ
ン
の
下
に
弐
の
項
目
が

作
ら
れ
た
か
っ
た
た
ら
ば
相
殺
出
来
た
い
。

r
g
M
L一
。
ぐ
ロ
ロ
C
耳
目
宮
町
一
口
斗
目
出
司

zc

(
〕

2】
Z
-
M
2
5
2ヨ
戸
以
内
u
戸
口
O
F
Z
Z
-

対
】
H
】
¥
同

D
《
{
同
三
一

同
》
回
目

)
2
E

2
3
E
C
E
甘
さ
吉
田
】
E
E】凶

E

一ω[cxxxぐ口

目

σ-
〔一凶

M
Mハ
リ
ハ
ぐ
に
』

T

M

ロ

Y 己

し
切で

::1 L 

円『コ

:'，' :i'民
;;~ "K 
frJ日E
i". 富i
d を
l::l.. 

;::l" ISJーむ
エ見

l亡

川

}
4
2
2
Z
Z
3
5
三
一
旦

そ
れ
故
に
既
に
純
資
産
勘
定
が
作
ら
れ
て
居
る
。

と
の
簿
記

は
、
ヴ
ヱ
エ
ス
に
於
い
て
十
五
世
紀
の
始
め
に
入
っ
て
来
た
複

式
簿
記
の
完
全
左
形
式
は
、
ヂ
エ
ノ
ア
に
於
い
て
は
既
に
十
四

世
紀
の
中
頃
知
ら
れ
て
居
た
こ
と
を
、

一
不
す
も
の
で
る
る
。

吾
々
は
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
人
及
び
フ
ラ
ン
ス
人
が
如
何
に
一
居

多
〈
の
帳
簿
を
同
時
に
用
ひ
た
か
を
知
っ
た
、
然
し
個
々
の
補

助
帳
簿
と
リ
プ
ロ
・
ダ
セ
(
『

ι
q
c
a
gゆ
)
創
ち
元
帳
と
の
聞
の

聯
閥
は
何
等
規
則
疋
し
く
叉
組
織
的
の
も
の
で
は
た
か
っ
た
。

複
式
簿
記
に
於
い
て
は
全
く
具
友
る
。

一
元
艇
に
会
勘
定
が
集

複
式
簿
記
法
り
帯
民
生

合
せ
ら
れ
て
居
る
。

ヴ
ヱ
ネ
チ
ヤ
入
の
リ
プ
ロ
・
レ
ア
ル
(
『
L
Z
-
C

志
向
}
)
は
縮
資
産

の
態
容
を
知
ら
し
め
る
。
主
口
々
は
そ
れ
故
に
そ
の
中
に
商
業
か

ら
の
牧
入
と
相
並
ん
で
図
債
の
利
子

5
5
号
吉
宮

Z
E
ε
と

家
賃
(
E
H
Z

宏
司
r
z
o
)
が
記
帳
さ
れ
て
居
る
を
見
出
す
。
商
業

雑
費

「

ω旬
。

ω
O
L
-
2
0円
門
戸

L
P口
氏
白
)

と
相
並
ん
で
家
計
の
た
め
の

支
出
(
山
-
v
g
o
L
H
r
c
n
rと
と
特
殊
の
家
庭
の
事
故
持
参
金
並
に

;童
日曾
0::> 

の際
Æ~， I= コ

は鵠 ~t
q民 11;tH
の山 7J{

妻説?子
zmJ9); 
気コ
:M~口ゾ
I'L ';; 

Ef パ Y

の"ツ
費 r< :.51 
1羽山口 の

を i 胆言
言己 ニト fi事
人，ーは
し~~，，: I~~~<> 

て台工

居 :j 口

へ
司
川
町
叫
司
〉
d

'
p
h
t
'
C」

切
h
H
円

F
m
w

ユ問。)

る。
一
五
世
紀
の
イ
タ
リ
ヤ
人
に
と
っ
て
は
一
元
艇
で
充
分
で
る

っ
た
。

こ
れ
と
相
並
ん
で
音s

ci合
5 に

? f次
号り

ーす

が=
探ュ
丹1 ァ
さ l
れレ

た21).----.，

- ~ 

E 

国

μ
一。)

又
は
ヂ
オ
ル
ナ

I
レ

雑
せ
る
取
引
に
あ
っ
て
は
項
目
を
邸
肢
に
作
り
元
帳
に
記
入
す

る
こ
ム
」
は
困
難
で
る
る
。
あ
ら
ゆ
る
取
引
事
費
を
先
づ
第
一
日
仏
、

皐
に
記
録
的
に
本
質
的
に
今
日
の
日
記
帳
の
課
題
を
果
す
帳
簿

に
記
入
す
る
と
と
に
依
り
そ
れ
を
除
か
ん
と
し
た
。
ヂ
エ
ノ
ア

第
四
十
五
巻

四

九t

二
九
七

第

観

複
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複
式
簿
記
法
の
愛
生

第
四
十
五
巻

に
於
い
て
は
一
五
世
紀
に
関
家
の
財
務
管
理
局
と
サ
ン
・
ヂ
ヨ

利 yレ

用ヂ
しヨ
た!!2)銀
。1そ「

と
iJ: 
冗;

~ 
と
柱l
jlt. 
λ， 
てふ
古込

... 
る
ーミ'

ニ
ユ
プ

l
レ
を

一
六
世
紀
の
初
め
に
あ
っ
て
は
商
人
は
一
般
に
仕

誇
慢
と
元
帳
と
を
記
帳
し
た
d

J
ソ
エ
ニ
ス
に
於
い
て
は
岡
家
の

債
務
管
四
局
は
飢
忙
一
一
二
九
一
年
仕
詳
帳
を
知
っ
て
を
り
、
パ

ル
パ
リ

1
ゴ
に
依
り
ア
ル
日
7

ア
ベ
ッ
ト
の
索
引
を
以
っ
て
統
轄

さ
れ
た
一
光
収
1
ζ

相
撮
ん
で
そ
れ

K
相
憶
や
る
牡
説
牒
が
保
料
品
屯

ら
れ
た
。

結

論

以
上
3

1
ベ
キ
ン
グ
に
従
っ
て
、
取
引
の
無
秩
序
な
る
記
録

よ
り
勘
定
の
成
立
次
い
で
複
式
簿
記
の
完
成
に
到
る
過
程
を
見

て
来
た
。
最
後
に
。

利
子
は
巾
世
に
於
い
て
も
決
し
て
無
関
係
の
も
の
で
は
左
く

教
舎
に
依
る
高
利
禁
止
は
そ
れ
を
表
面
的
友
ら
し
め
・
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
商
業
資
本
も
中
世
イ
タ
リ
ー
に
肢
に
起
っ
て
居
た
。

企
業
形
態
と
し
て
コ
ム
メ
ン
ダ
・
ソ
キ
ヱ
タ
ス
マ
リ
ス
更
に
家

計
と
別
個
の
皆
業
財
産
た
る
も
の
?
有
す
る
永
績
的
商
事
舎
枇

合
名
舎
枇
合
資
曾
祉
も
十
三
、
四
世
紀
か
ら
起
っ
て
来
た
。

の
際
特
に
附
加
し
で
を
き
た
い
こ
と
で
あ
る
。

ζ 

九
i¥ 

第

量主

五
O 
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